
 

 

議第4336号 

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

 

 

 

都計第１１３０号  

平成28年９月６日  

 

 

 神奈川県都市計画審議会 

  会 長  岸 井  隆 幸 殿 

 

 

神奈川県知事 黒 岩  祐 治       

 

 

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について 

 

 このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条

第１項の規定により、次のように審議会に付議する。 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 4336号 

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

 

 

 

都計第１１３０号  

平成 28年９月６日  

 

 

 神奈川県都市計画審議会 

  会 長  岸 井  隆 幸 殿 

 

 

神奈川県知事 黒 岩  祐 治       

 

 

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について 

 

 このことについて、都市計画法第 21 条第２項の規定において準用する同法第 18 条

第１項の規定により、次のように審議会に付議する。 
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理 由 書

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

さらに、工場跡地等の低・未利用地及び住宅密集市街地等、その地域特性に応じて良好な住宅市街地

として計画的に整備又は開発すべき相当規模の地区について、地区の整備又は開発の目標、用途、密

度に関する基本方針等を定めることにより、良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり

変更するものです。

菖蒲沢境地区については、土地区画整理事業の完了に伴い、地区内の街路、公園等の都市施設等の

総合的な整備が図られたことから、削除するものです。

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定）

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。

住宅市街地の開発整備の方針

「別添のとおり」

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定）

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。

住宅市街地の開発整備の方針

「別添のとおり」
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理由書

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

さらに、工場跡地等の低・未利用地及び住宅密集市街地等、その地域特性に応じて良好な住宅市街地

として計画的に整備又は開発すべき相当規模の地区について、地区の整備又は開発の目標、用途、密

度に関する基本方針等を定めることにより、良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり

変更するものです。

菖蒲沢境地区については、土地区画整理事業の完了に伴い、地区内の街路、公園等の都市施設等の

総合的な整備が図られたことから、削除するものです。

 

 

理 由 書

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

さらに、工場跡地等の低・未利用地及び住宅密集市街地等、その地域特性に応じて良好な住宅市街地

として計画的に整備又は開発すべき相当規模の地区について、地区の整備又は開発の目標、用途、密

度に関する基本方針等を定めることにより、良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり

変更するものです。

菖蒲沢境地区については、土地区画整理事業の完了に伴い、地区内の街路、公園等の都市施設等の

総合的な整備が図られたことから、削除するものです。

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定）

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。

住宅市街地の開発整備の方針

「別添のとおり」
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１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１ 住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

① 住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

② 良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③ 市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④ 大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤ 公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又

は開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりで

ある。

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針

平成 年 月

神 奈 川 県 藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針

平成年月

神奈川県

316
317 316

- 317 - - 316 -
- 317 - - 316 -



１住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

①住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

②良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又

は開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりで

ある。

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針

平成年月

神奈川県

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１ 住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

① 住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

② 良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③ 市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④ 大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤ 公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又

は開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりで

ある。
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別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 １ 柄沢特定 ２ 北部第二（三地区）

面 積 約 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する

基本的方針、その他の

土地利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ 都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニ その他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域 北部第二（三地区）地域

別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名１柄沢特定２北部第二（三地区）

面積約約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する

基本的方針、その他の

土地利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニその他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域北部第二（三地区）地域
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別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名１柄沢特定２北部第二（三地区）

面積約約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する

基本的方針、その他の

土地利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニその他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域北部第二（三地区）地域
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藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針

新旧対照表

藤沢都市計画住宅市街地の開発整備の方針

新旧対照表
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（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１ 住宅市街地の開発整備の目標

自然環境との調和、個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定

住性の高い良好な住宅市街地の形成を目標とする。

良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及び住宅地の計画的供給を推進する。

このため、土地区画整理事業等の面的整備事業、老朽公的住宅団地の建替え事業、地区計画等

の積極的な活用を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

２ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、地区計画等を有効に活用するなど総合的、計画

的に住環境の改善・保全を図る。

特に市街化区域内農地については北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、こ

れらを有効かつ計画的に活用・保全し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全するととも

に、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

また、宅地化するものについては地域における住宅需要に適切に対応した土地利用及び整

備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画等の規制・誘導手法

により良好な住宅市街地の形成に努める。

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。

 

（新） 

藤沢・住宅－１ 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１ 住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

① 住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

② 良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③ 市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④ 大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤ 公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。

（新） 

藤沢・住宅－１ 

１住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

①住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

②良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。
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（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

１住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１住宅市街地の開発整備の目標

自然環境との調和、個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定

住性の高い良好な住宅市街地の形成を目標とする。

良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及び住宅地の計画的供給を推進する。

このため、土地区画整理事業等の面的整備事業、老朽公的住宅団地の建替え事業、地区計画等

の積極的な活用を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

２良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、地区計画等を有効に活用するなど総合的、計画

的に住環境の改善・保全を図る。

特に市街化区域内農地については北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、こ

れらを有効かつ計画的に活用・保全し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全するととも

に、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

また、宅地化するものについては地域における住宅需要に適切に対応した土地利用及び整

備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画等の規制・誘導手法

により良好な住宅市街地の形成に努める。

２重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。
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藤沢・住宅－１ 

１住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１住宅市街地の開発整備の目標

今後の住宅市街地については、人口減少や超高齢社会の到来、深刻さを増す地球環境問題、

自然災害に強い都市構造への転換など、社会情勢の変化に対応した、持続可能な都市づくりを

進めることが重要であることから、集約型の都市づくりを見据えながら、自然環境との調和、

個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定住性の高い良好な住宅

市街地の形成を目標とする。

２良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

①住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及

び住宅地の計画的供給を図り、子どもから高齢者まですべての人々が快適に生活できるように

居住コミュニティの形成を図る。

②良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、地区計画等を有効に活用するなど、総合的、計画的に住環境の改善・保全を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

③市街化区域内農地については、北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、これ

らを有効かつ計画的に保全・活用し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

また、市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全する

とともに、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

④大規模施設・工場跡地等を宅地化する場合については、地域における住宅需要に適切に対応

した土地利用及び整備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画

等の規制・誘導手法により良好な住宅市街地の形成に努める。

⑤公共交通の充実、歩行者や自転車の環境改善といった交通施策への取組と併せて、都市型住

宅の供給など集約型都市構造への移行が円滑に行えるよう備える。

２重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。
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藤沢・住宅－１ 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針

１ 住宅市街地の開発整備の目標

自然環境との調和、個性あるコミュニティの形成、適正な市街地密度の制御等に配慮し、定

住性の高い良好な住宅市街地の形成を目標とする。

良好な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の都市基

盤整備や、教育、福祉施設等の配置と整合のとれた住宅及び住宅地の計画的供給を推進する。

このため、土地区画整理事業等の面的整備事業、老朽公的住宅団地の建替え事業、地区計画等

の積極的な活用を図る。

また、高齢者・障害者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。

２ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、土地区画整理事業等により道路、下水道、公

園、緑地等都市基盤整備を推進するとともに、地区計画等を有効に活用するなど総合的、計画

的に住環境の改善・保全を図る。

特に市街化区域内農地については北部地域を中心に広い範囲にわたり分布しているため、こ

れらを有効かつ計画的に活用・保全し、みどりを活かした良好な住宅市街地の形成に努める。

市街化区域内農地のうち生産緑地地区に指定されたものについては、適切に保全するととも

に、都市におけるオープンスペースとして活用を図る。

また、宅地化するものについては地域における住宅需要に適切に対応した土地利用及び整

備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画等の規制・誘導手法

により良好な住宅市街地の形成に努める。

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は

開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。
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藤沢・住宅－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 柄沢地区 北部２の３地区

面 積 約 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ 都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニ 公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

ホ 概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

小袋谷藤沢線、

柄沢線、鞍骨公園、宮ノ下公園、

観音上公園

土地区画整理事業

横浜伊勢原線、石川下土棚線

へ 概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

地区計画の決定

ト その他の特記すべき

事項

重点地区を含む

重点供給地域の名称、面積

柄沢地域

約

北部２の３地域

約

 
 
 
 

藤沢・住宅－  

（新） 

藤沢・住宅－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 １ 柄沢特定 ２ 北部第二（三地区）

面 積 約 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する基

本的方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ 都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニ その他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域 北部第二（三地区）地域
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藤沢・住宅－１ 

別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名１柄沢特定２北部第二（三地区）

面積約約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する基

本的方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニその他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域北部第二（三地区）地域
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別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名柄沢地区北部２の３地区

面積約約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニ公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

ホ概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

小袋谷藤沢線、

柄沢線、鞍骨公園、宮ノ下公園、

観音上公園

土地区画整理事業

横浜伊勢原線、石川下土棚線

へ概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

地区計画の決定

トその他の特記すべき

事項

重点地区を含む

重点供給地域の名称、面積

柄沢地域

約

北部２の３地域

約
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別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名１柄沢特定２北部第二（三地区）

面積約約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する基

本的方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ都市施設及び地区施

設の整備の方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニその他の特記すべき

事項

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

参考

重点地区を含む重点供給

地域の名称

柄沢特定地域北部第二（三地区）地域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤沢・住宅－ （旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 柄沢地区 北部２の３地区

面 積 約 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路横浜藤沢線及び小

袋谷藤沢線の沿道、柄沢関谷線の

沿道については中密度の住宅市街

地とし、それ以外は低密度の住宅

市街地とする。

都市計画道路横浜伊勢原線及び

石川下土棚線の沿道、土棚石川線

以南並びに地区の西部については

中密度の住宅市街地又は準工業地

とし、それ以外は低密度の住宅市

街地とする。

ハ 都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

土地区画整理事業を実施するこ

とにより、地区内の街路、公園等

の都市施設及び地区施設の総合的

な整備を図る。

ニ 公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

市施行の土地区画整理事業によ

る計画的な開発整備を促進する。

ホ 概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

小袋谷藤沢線、

柄沢線、鞍骨公園、宮ノ下公園、

観音上公園

土地区画整理事業

横浜伊勢原線、石川下土棚線

へ 概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

地区計画の決定

ト その他の特記すべき

事項

重点地区を含む

重点供給地域の名称、面積

柄沢地域

約

北部２の３地域

約

 
 
 
 

藤沢・住宅－  

327326
327- 327 -- 326 -

- 327 -- 326 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 菖蒲沢境地区

面 積 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路高倉遠藤線及び

主要地方道藤沢厚木線沿いにつ

いては中密度の住宅市街地とし、

それ以外は低密度の住宅市街地

とする。

ハ 都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施する

ことにより、地区内の街路、公園

等の都市施設及び地区施設の総

合的な整備を図る。

ニ 公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

組合施行による土地区画整理

事業を中心とし、地区計画制度に

より良好な住宅市街地の形成を

促進する。

ホ 概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

へ 概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

ト その他の特記すべき

事項

重点地区を含む重点

供給地域の名称、面積

菖蒲沢境地域

約

 
 
  

藤沢・住宅－  

（新） 

藤沢・住宅－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤沢・住宅－  （新） 

藤沢・住宅－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤沢・住宅－ 

328
329 328

- 329 - - 328 -
- 329 - - 328 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

別表重点地区の整備又は開発の計画の概要

地区名菖蒲沢境地区

面積約

イ地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路高倉遠藤線及び

主要地方道藤沢厚木線沿いにつ

いては中密度の住宅市街地とし、

それ以外は低密度の住宅市街地

とする。

ハ都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施する

ことにより、地区内の街路、公園

等の都市施設及び地区施設の総

合的な整備を図る。

ニ公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

組合施行による土地区画整理

事業を中心とし、地区計画制度に

より良好な住宅市街地の形成を

促進する。

ホ概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

へ概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

トその他の特記すべき

事項

重点地区を含む重点

供給地域の名称、面積

菖蒲沢境地域

約

 
 
  

藤沢・住宅－ 

（新） 

藤沢・住宅－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤沢・住宅－ （旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要

地 区 名 菖蒲沢境地区

面 積 約

イ 地区の整備又は開発

の目標

土地区画整理事業の実施によ

り、良好な住宅市街地の整備を促

進する。

ロ 用途、密度に関する基

本方針、その他の土地

利用計画の概要

都市計画道路高倉遠藤線及び

主要地方道藤沢厚木線沿いにつ

いては中密度の住宅市街地とし、

それ以外は低密度の住宅市街地

とする。

ハ 都市施設、地区施設の

整備方針

土地区画整理事業を実施する

ことにより、地区内の街路、公園

等の都市施設及び地区施設の総

合的な整備を図る。

ニ 公共及び民間の役割、

開発整備の促進のた

めの条件整備等の措

置

組合施行による土地区画整理

事業を中心とし、地区計画制度に

より良好な住宅市街地の形成を

促進する。

ホ 概ね５年以内に実施

が予定されている主

要な事業

土地区画整理事業

へ 概ね５年以内に決定

又は変更が予定され

ている都市計画に関

する事項

ト その他の特記すべき

事項

重点地区を含む重点

供給地域の名称、面積

菖蒲沢境地域

約

 
 
  

藤沢・住宅－  

329328
329- 329 -- 328 -

- 329 -- 328 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－  

（新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－  （新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－ 

330
331 330

- 331 - - 330 -
- 331 - - 330 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－ 

（新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－ （旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－  

331330
331- 331 -- 330 -

- 331 -- 330 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 藤沢・住宅－  

（新） 

藤沢・住宅－１ 

藤沢・住宅－

藤沢・住宅－  （新） 

藤沢・住宅－１ 

藤沢・住宅－

藤沢・住宅－ 

332
333 332

- 333 - - 332 -
- 333 - - 332 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 藤沢・住宅－ 

（新） 

藤沢・住宅－１ 

藤沢・住宅－

藤沢・住宅－ （旧） 

 
藤沢・住宅－１ 藤沢・住宅－  

333332
333- 333 -- 332 -

- 333 -- 332 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

 
 
 

藤沢・住宅－  

（新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－  （新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－ 

334
335 334

- 335 - - 334 -
- 335 - - 334 -



（旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

 
 
 

藤沢・住宅－ 

（新） 

藤沢・住宅－１ 

  

藤沢・住宅－ （旧） 

 
藤沢・住宅－１ 

 
 
 

藤沢・住宅－  

335334
335- 335 -- 334 -

- 335 -- 334 -



336
PB 336

- PB - - 336 -
- PB - - 336 -




